
１．資格等名

資格等名

２．根拠法令等

３．制限の内容

必要的制限 ×

裁量的制限 〇

４．制限事由となる前科の範囲

罰金以上 〇

禁錮以上 〇

その他 〇

５．制限期間

制限期間

６．制限の経緯及び趣旨目的

審査・確認主体

審査・確認時点

審査・確認方法

判断基準
（裁量的制限のみ）

法令又は運用の見直し
を検討いただくことの
可否とその理由
（又は見直しの方向
性）

×

前科による資格制限に関する調査シート

看護師

制限の経緯及び趣旨目
的

生命・身体・健康に関わる職業であるため、欠格事由が規定されていると考えられる。

(備考)

(備考)

前科による資格制限を
定める根拠法令等

保健師助産師看護師法第９条第１号、同条第２号

(備考)

(備考)

(備考)
業務に関し犯罪又は不正の行為があった者

執行終了等までの罰金以上の刑が消滅していない期間

人の生命・身体・健康に関わる職業であり、裁量的制限は必要である。

７．欠格事由の審査・確認に係る運用状況

厚生労働省

免許申請時

本人申告、判決謄本等

事案毎に個別で判断

８．資格制限の見直しについて

Administrator
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